
＜本報告書における用語の解説＞  

○ アレルギー   

異物が体内に侵入したときに、体を守ろうとする防御（免疫）反応が、体に   

不利に作用し、かゆみ、くしやみ、炎症、喘息等の様々な症状を引き起こす   

こと  

○ 都道府県等   

都道府県、保健所を設置する市及び特別区  

○ 抗原   

一般に免疫反応において原因となる物質を抗原という。特にアレルギー疾患  

における原因物質をアレルゲンという。  

○ 感作率   

症状の有無に関わらず抗原に対する抗体を持っている人の割合  

○ 発症率   

感作された人のうち疾患を発症した人の割合  

○ 有症率   

診断の有無にかかわらず、症状を有する人の割合  

○ 有病率   

ある時点において疾患を有する人の割合  

○ 抗原回避   

アレルギーの原因物質を避けること  

○ 医療圏   

主として病院の病床の整備を図るべき地域的単位として設定する医療計画上   

の区域  

○ 集学的   

各分野の専門の医師が協力して治療に当たること  

○ 疾患管理   

病気を良い状態に保つよう処置すること  

○ 診療ガイドライン   

標準的な診断と治療に関する指針（本報告吾においては、厚生労働省研究班   

において、関係学会等と連携して作成された診療ガイドラインを指す。）  

○ アナフィラキシー   

抗原に接触したり、摂取した後に、数分から数十分以内にアレルギーによる   

症状が体の複数の臓器や全身に現れる激しい急性アレルギー  
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○ アナフィラキシーショック   

重症アナフィラキシーにより血圧低下、呼吸困難や意識障害を引き起こす現   

象  

○ 減感作療法   

抗原のエキスを長い時間をかけ少しずつ注射し、体を徐々に慣れさせていく   

治療法  

○ ゲノム診断法   

染色体または遺伝子の一組を検査して病状を判断すること  

○ テーラーメード医療   

各患者に応じて最適な薬を投与する治療法  

O in vjvo   

生体内で  

○ 行動変容   

行動が変わること  

○ 抗リウマチ薬  

免疫に関係する細胞に働きかけ、異常になった免疫系を元の状態に戻して、   

病状の進行を止める薬  

○ 有害事象   

治験薬を投与された被験者に生じたあらゆる好ましくない医療上のできごと  

○ 疫学調査  

病気の原因と思われる環境因子を設定し，その因子が病気を引起こす可能性   

を調べる統計的調査  
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＜リウマチ・アレルギー疾患に関する図表集＞  

（表1）各都道府県におけるリウマチ施策について   

★  34     35    17    39    46  
■回書  1  1  1  t  t  

（■■） 事ま一各自治体におけるアレルギー対策の事業の★★を明暮したもの  
ヰ携－アレルギー対策を織豊していく上で．市町村零牒相川体との壬携の書■を鯛暮したもの  
什訝－アレルギー対策について、各自治体の増壌儀七筐ヰ肘∬上定めているかの書■を明暮したもの  

（表2）各都道府県におけるアレルギー施策について   

無  18  14  1】  3D     41  

鶉回著  
1  】  】  l  l   

（備考〉  暮王 一冬自治体におけるア レルギー対策の事兼の有無を調査したもの  

連携丁 レルキー対策を推進していく 上で．市町村等闇礁団体との連携の有無を印董した もの  

已十画ア レルギー対策について．各自治体の把饗慄優臨■皇†面上定めているかの需無を調査したもの                                                      （平成17 年1月】Z【】』生労働t轡庫局疾病対策課訓べ〉  
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（園1）関節リウマチ患者の入院・外来別の割合  

（園2）アレルギー様症状があった者とその診断があった者の割合（複数回答）  

厚生労働省平成15年保健福祉動向調査より  
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（国3）年齢階級別にみたアレルギー様症状があった者の割合（複数回答）  

厚生労働省平成15年保健福祉動向調査より  

（表3）アレルギー性疾患対策への要望の割合（12歳以上・複数回答）  

厚生労働省平成15年保健福祉動向調査より  
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く圃4）小児喘息の有病率の推移  

ぜ♂♂ぜす㌔㌔♂ず♂♂♂♂ぜ♂♂ぜ♂ぜ♂  

検討会秋山委員提出資料よ畑抜粋  

（図5）アレルギー疾患に関連する死亡の内訳について  

厚生労働省平成15年人口動態統計より  
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＜リウマチ・アレルギー疾患に係わる診療ガイドライン等について＞  

厚生労働省においては、厚生労働科学研究の中で、リウマチ・アレルギー   

疾患の診療ガイドライン等の学会等への作成支援を行い、医療従事者や一般   

国民に対する普及啓発に努めているところであり、以Fにその一覧を示す。  

1 関節リウマチ  

『関節リウマチの診療マニュアル（改訂版）診断のマニュアルとEBM  

に基づく治療ガイドライン』（＊＊＊）  

発行：平成16年4月  

作成：厚生労働省研究班  

編集：越智 隆弘（相模原病院院長）他  

2 アトピー性皮膚炎  

『アトピー性皮膚炎治療ガイドライン2005』（＊）  

発行：平成17年  

作成：分担研究「アトピー性皮膚炎治療ガイドラインの作成」  

監修：河野 陽一（千葉大学大学院医学研究院小児病態学教授）  

山本 昇壮（広島大学名誉教授）  

『アトピー性皮膚炎－よりよい治療のためのEBMデータ集』（＊）   

発行：平成17年   

作成：古江 増隆（九州大学大学院医学研究院皮膚科学教授）  

3 アレルギー性鼻炎  

『鼻アレルギー診療ガイドライン 2002年版（改訂第4版）』（＊＊）  

発行：平成14年  

作成：鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会  

編集顧問：奥田 稔（日本医科大学名誉教授）  

4 喘息  

『科学的根拠に基づく（EBM）喘息診療ガイドライン』（＊＊）  

発行：平成13年  

作成：宮本昭正（日本臨床アレルキヾ－疾患研究所長・東京大学名誉教授）  
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『EBMに基づいた抗喘息薬の適正使用ガイドライン』（＊＊）   

発行：平成13年   

作成：厚生労働省医療技術評価総合研究喘息ガイドライン班   

監修：宮本 昭正（日本臨床アレルキ÷－疾患研究所長・東京大学名誉教授）  

『一般臨床医のためのEBMに基づいた喘息治療ガイドライン』（＊＊＊）  

発行：平成16年   

作成：宮本昭正（日本臨床アレルキヾ－疾患研究所長・東京大学名誉教授）  

他  

『EBMに基づいた患者と医療者のパートナーシップのための喘息診療  

ガイドライン（小児用）』（＊＊＊）  

発行：平成16年  

作成：宮本 昭正（日本臨床アレルキ～－疾患研究所長・東京大学名誉教授）  

他  

『EBMに基づいた患者と医療者のパートナーシップのための喘息診療  

ガイドライン（成人編）』（＊＊）  

発行：平成16年  

監修：宮本 昭正（日本臨床アレルキヾ－疾患研究所長・東京大学名誉教授）  

『喘息予防・管理ガイドライン2003』（＊）   

発行：平成15年   

作成：厚生省免疫・アレルギー研究班   

監修：牧野 荘平（東京アレルキ～－疾患研究所・濁協医科大学名誉教授）  

古庄 巻史（市立岸和田市民病院長 現こくらアレルキヾ－クリニック）  

宮本昭正（日本臨床アレルキ÷－疾患研究所長・東京大学名誉教授）  

西間 三馨（国立療養所南福岡病院）  

5 食物アレルギー  

『食物アレルギーの診断の手引き2005』（＊）  

発行：平成17年  

作成：「食物アレルギー診療の手引き」検討委員会  

監修：海老澤 元宏（相模原痛院臨床研究抄タイレ滅㌧性疾患研究部）他  
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また、平成17年3月に、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課  

において『加工食品に含まれるアレルギー表示』についてパンフレット  

を作成・配布  

（＊） 免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業による  

（＊＊）医療技術評価総合研究事業による  

（＊＊＊）医療技術評価総合研究事業において作成したものを学会等に  

おいて改訂   




